
 
参考 

令和８年池田市条例第２号  

 

池田市立多世代交流センター条例 

 

（設置） 

第１条 高齢者の介護予防、生きがいづくり、仲間づくりその他の地域福祉活

動を推進し、老人クラブその他の団体における地域住民の交流を促進すると

ともに、子どもから高齢者まで世代を超えたふれあいの場を提供することを

目的として、池田市立多世代交流センター（以下「センター」という。）を

設置する。 

（位置等） 

第２条 センターの位置は、池田市旭丘３丁目２番１号とする。 

２ センターには、老人福祉エリア及び交流エリアを設けるものとし、それら

の範囲は、規則で定める。 

３ 次に掲げる者以外の者は、平日（日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する

法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日以外の日をいう。以下同

じ。）において老人福祉エリアに立ち入ることができない。 

(1) ６０歳以上の市民等（市内に居住し、在勤し、又は在学する者をいう。

以下同じ。） 

(2) 平日における第１３条第１項に規定する老人福祉エリア施設の使用につ

いて許可を受けた団体の構成員（前号に掲げる者を除き、その使用のため

に老人福祉エリアに立ち入る必要がある者に限る。） 

(3) 老人福祉エリアで実施される事業に参加する者（前２号に掲げる者を除

き、その参加のために老人福祉エリアに立ち入る必要がある者に限る。） 

（開館時間及び休館日） 

第３条 センターの開館時間及び休館日は、規則で定める。 
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（事業） 

第４条 センターは、第１条に規定する設置目的を達成するため、次に掲げ

る事業を行う。 

(1) 高齢者の生きがいづくり及び健康づくり並びに高齢者向けのレクリエー

ションに関する事業 

(2) 子育て世代の社会参加の促進及び子どもの多世代交流に関する事業 

(3) 健康及び福祉に関する相談、情報交換及び交流に関する事業 

(4) 前３号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業 

（指定管理者による管理） 

第５条 センターの管理は、法人その他の団体であって地方自治法（昭和２２

年法律第６７号）第２４４条の２第３項の規定に基づき、市が指定するもの

（以下「指定管理者」という。）に行わせる。 

（指定管理者が行う業務） 

第６条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。 

(1) センターの使用の許可に関する業務 

(2) センターの維持管理に関する業務 

(3) 第４条に規定する事業の実施に関する業務 

(4) 前３号に掲げるもののほか、センターの管理運営上市長が必要と認める

業務 

（指定管理者の指定の申請） 

第７条 第５条の規定による指定を受けようとするものは、事業計画書その他

市長が必要と認める書類を市長に提出しなければならない。 

（指定管理者の指定） 

第８条 市長は、前条の規定による申請があったときは、同条の規定により提

出された書類を審査した上で指定管理者の候補者を選定し、議会の議決を経

て指定管理者を指定しなければならない。 
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（指定の取消し等に係る賠償） 

第９条 地方自治法第２４４条の２第１１項の規定に基づき、指定を取り消し、

又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合におい

て、指定管理者に損害が生じても、市は、その賠償の責めを負わない。 

（老人福祉自主活動団体の登録） 

第１０条 市長は、６０歳以上の市民等のみで構成された団体であって、その

構成員それぞれの介護予防、生きがいづくり、仲間づくり等に寄与するもの

と認められる事業その他の活動（次条及び第１４条第１項第２号において

「自主活動」という。）を行うもの（規則で定める要件を満たすものに限

る。）について、その申請により、老人福祉自主活動団体（以下「自主活動

団体」という。）として登録することができる。 

（自主活動団体の活動） 

第１１条 自主活動団体は、センターにおいて毎月おおむね１回以上の自主活

動を行うものとする。 

２ 自主活動団体は、規則で定めるところによりその実施した自主活動の内容

等について市長に報告するほか、規則で定める事項について遵守しなければ

ならない。 

（登録の取消し） 

第１２条 市長は、自主活動団体又はその構成員が次の各号のいずれかに該当

するときは、登録を取り消すことができる。 

(1) 第１０条の要件を満たさなくなったとき。 

(2) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。 

(3) 虚偽その他不正の手段により登録を受けたとき。 

（使用許可） 

第１３条 別表第１に掲げる老人福祉エリアの施設（以下「老人福祉エリア施

設」という。）、同表に掲げる交流エリアの施設（以下「交流エリア施設」
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という。）又は別表第２に掲げるセンターの設備（以下「センター設備」と

いう。）（以下これらを「老人福祉エリア施設等」という。）を使用しよう

とするものは、規則で定める期間（平日における老人福祉エリア施設又はセ

ンター設備の使用にあっては、その使用しようとするものの区分に応じて規

則で定める期間）において指定管理者に申請し、その許可を受けなければな

らない。 

２ 指定管理者は、前項の許可に当たりセンターの管理上必要があると認める

ときは、その使用について条件を付することができる。 

３ 老人福祉エリア施設等の使用の許可（この項の規定により受けた許可を含

む。）を受けたもの（以下「使用者」という。）は、その許可を受けた事項

を変更しようとするときは、指定管理者に申請し、その許可を受けなければ

ならない。 

４ 第２項の規定は、前項の変更の許可について準用する。 

（使用の制限） 

第１４条 指定管理者は、次に掲げるもの以外のものによる平日における老人

福祉エリア施設の使用について許可（前条第３項の変更の許可を含む。以下

「使用許可」という。）をすることができない。 

(1) ６０歳以上の市民等 

(2) 自主活動の実施のために老人福祉エリア施設を使用しようとする自主活

動団体 

(3) 前号に掲げるもののほか、高齢者の生きがいづくり若しくは健康づくり

又は高齢者向けのレクリエーションに関する事業その他の活動（市民等を

対象とするものに限る。）の実施のために老人福祉エリア施設を使用しよ

うとする団体 

２ 前項に定めるもののほか、指定管理者は、老人福祉エリア施設等の使用が

次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用許可をすることができ
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ない。 

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。 

(2) 建物、附属設備（センター設備を含む。第２２条において同じ。）又は

備品を毀損し、汚損し、又は滅失するおそれがあると認めるとき。 

(3) 池田市暴力団の排除に関する条例（平成２３年池田市条例第２０号）第

２条第１号に規定する暴力団の利益になると認めるとき。 

(4) 前３号に掲げるもののほか、センターの管理上支障があると認めるとき。 

（使用料） 

第１５条 使用者は、規則で定めるところにより、老人福祉エリア施設又は交

流エリア施設の使用にあっては別表第１、センター設備の使用にあっては別

表第２に定める使用料を前納しなければならない。ただし、市長が特別の理

由があると認める場合は、前納によらないで納付することができる。 

２ 市長は、規則で定めるところにより、使用料を減免することができる。 

（使用料の還付） 

第１６条 市長は、規則で定めるところにより、納付された使用料の全部又は

一部を還付することができる。 

（使用許可の取消し等） 

第１７条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用者に対

し、使用許可を取り消し、その使用を制限し、若しくは中止させ、又は退去

を命ずることができる。 

(1) 使用者がこの条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。 

(2) 使用者が虚偽その他不正の手段により使用許可を受けたとき。 

(3) 使用者が第１３条第２項（同条第４項において準用する場合を含む。）

の規定により付した条件に違反したとき。 

(4) 老人福祉エリア施設等の使用が第１４条第２項各号のいずれかに該当し

たとき。 
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(5) 災害その他不可抗力により管理上やむを得ない事由が発生したとき。 

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるとき。 

２ 前項の規定により使用許可を取り消し、その使用を制限し、若しくは中止

させ、又は退去を命じた場合において、使用者に損害が生じても、市及び指

定管理者は、その賠償の責めを負わない。 

（入場の制限） 

第１８条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、センターへの入

場を拒み、又はセンターからの退場を命ずることができる。 

(1) 公の秩序若しくは善良な風俗を害し、又は害するおそれがあると認めら

れる者 

(2) 他人に迷惑若しくは危害を及ぼし、又はこれに類する物品、動物等を携

行する者 

(3) 前２号に掲げるもののほか、センターの管理上支障があると認められる

者 

（使用の権利の譲渡等の禁止） 

第１９条 使用者は、老人福祉エリア施設等の使用の権利を他に譲渡し、又は

使用許可を受けた老人福祉エリア施設等を他人に使用させてはならない。 

（特別の設備の設置等） 

第２０条 老人福祉エリア施設又は交流エリア施設の使用に当たり、特別の設

備を設置し、又は備付けの器具以外の器具を搬入しようとするものは、あら

かじめ指定管理者の許可を受けなければならない。 

（原状回復の義務） 

第２１条 使用者は、老人福祉エリア施設等の使用が終わったとき、又は第１

７条第１項の規定により使用許可を取り消され、使用を制限され、若しくは

中止させられ、又はセンターからの退去を命ぜられたときは、直ちに当該老

人福祉エリア施設等を原状に回復しなければならない。ただし、災害その他
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特別な理由により直ちに原状に回復することが困難な場合は、この限りでな

い。 

２ 使用者が前項の規定による義務を履行しないときは、指定管理者において

これを執行し、その費用を当該使用者から徴収する。 

（損害賠償の義務） 

第２２条 建物、附属設備若しくは備品を毀損し、若しくは滅失し、若しくは

使用許可の期限が満了しても使用を終えず、又は第２０条の規定により設置

した特別の設備若しくは搬入した備付けの器具以外の器具を撤去しないこと

により、市に損害を与えたものは、その損害を賠償しなければならない。た

だし、市長は、特別な理由があると認めるときは、賠償を免除することがで

きる。 

（委任） 

第２３条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、

規則で定める。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和９年６月１日から施行する。ただし、次の各号に掲げる

規定は、当該各号に定める日から施行する。 

(1) 次項の規定 令和８年４月１日 

(2) 附則第３項の規定 令和９年２月１日 

(3) 附則第４項の規定 令和９年３月１日 

（準備行為） 

２ 指定管理者の指定等に関する行為は、この条例の施行の日（以下「施行日」

という。）前においても、第７条から第９条までの規定の例により行うこと

ができる。 

３ 登録の手続及び取消しに関する行為は、施行日前においても、第１０条及
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び第１２条の規定の例により行うことができる。 

４ 使用許可に関する行為は、施行日前においても、第１３条から第１７条ま

で、第１９条及び第２０条の規定の例により行うことができる。この場合に

おいて、第１３条第１項から第３項まで、第１４条、第１７条第１項及び第

２０条中「指定管理者」とあるのは「市長」と、第１７条第２項中「市及び

指定管理者」とあるのは「市」と、第１９条中「譲渡し、又は使用許可を受

けた老人福祉エリア施設等を他人に使用させて」とあるのは「譲渡して」と

する。 

（議会の議決に付すべき公の施設の廃止又は長期かつ独占的な利用に関する

条例の一部改正） 

５ 議会の議決に付すべき公の施設の廃止又は長期かつ独占的な利用に関する

条例（昭和３９年池田市条例第７号）の一部を次のように改正する。 

第２条に次の１号を加える。 

(39)多世代交流センター 

（池田市暴力団の排除に関する条例の一部改正） 

６ 池田市暴力団の排除に関する条例の一部を次のように改正する。 

別表中２３の項を２４の項とし、４の項から２２の項までを１項ずつ繰り

下げ、３の項の次に次のように加える。 

 

別表第１（第１３条、第１５条関係） 

老人福祉エリア施設及び交流エリア施設の使用料 

 

 

 

 

 

４ 池田市立多世代交流センター条例（令和８年池田市条例第  号） 

 

施設 広さ 時間区分ごとの使用料の額 

老人福祉

エリア 

大集会室１ １０２．５１㎡ １，５００円 

大集会室２ ６０．７４㎡ ９００円 

多目的室１ ３９．８６㎡ ６００円 

多目的室２ ２７．７９㎡ ４００円 
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１ 時間区分は、次の各号（老人福祉エリア施設の使用にあっては、第４

号を除く。）に掲げる区分とする。 

(1) 午前９時から午前１１時３０分まで 

(2) 正午から午後２時３０分まで 

(3) 午後３時から午後５時３０分まで 

(4) 午後６時から午後８時３０分まで 

２ 同日中における隣り合った２以上の時間区分にまたがる使用許可を受

けた場合にあっては、当該時間区分と時間区分との間に存する時間につ

いて使用しても、当該時間に係る使用料は徴収しない。 

３ 使用者が市民等以外の者又は市内に事業所を有する団体以外の団体

（老人福祉エリア施設の使用にあっては、自主活動団体を除く。備考４

において同じ。）である場合（入場料その他これに類する対価を徴収す

る場合を除く。）の使用料の額は、上表に掲げる額の１．５倍の額とす

る。 

４ 入場料その他これに類する対価を徴収する場合の使用料の額は、上表

に掲げる額の２倍（使用者が市民等以外の者又は市内に事業所を有する

団体以外の団体である場合にあっては、３倍）の額とする。 

別表第２（第１３条、第１５条関係） 

 美術・工芸室 ４６．４１㎡ ７００円 

交流エリ

ア 

多目的室３ ５６．６５㎡ １，２００円 

多目的室４ ４９．７１㎡ １，１００円 

小会議室１ ２４．９７㎡ ５００円 

小会議室２ ２４．９７㎡ ５００円 

軽運動室 ６０．９３㎡ １，３００円 

調理室 １８．１３㎡ ４００円 

 



 
参考 

センター設備の使用料 

 

 

備考 使用者が市民等以外の者又は市内に事業所を有する団体以外の団体で

ある場合の使用料の額は、上表に掲げる額の１．５倍の額とする。 

設備 使用料の額 

陶芸用焼成炉 １回につき６，０００円 

 


